
特 別 自 治 市 制 度 の 早 期 実 現 を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 

現 行 の 指 定 都 市 制 度 は 、 65年 前 に 暫 定 的 に 導 入 さ れ た も の で あ り 、 人 口 減 少 や

少 子 ・ 高 齢 化 、 社 会 資 本 の 老 朽 化 な ど の 課 題 や 圏 域 全 体 の 活 性 化 ・ 発 展 の 牽 引 役

と し て 指 定 都 市 が 求 め ら れ る 役 割 に 十 分 に 対 応 で き る 制 度 に は な っ て い な い 。  

指 定 都 市 は 、 そ の 規 模 や 歴 史 ・ 文 化 を は じ め 、 国 や 広 域 自 治 体 と の 関 係 性 、 地

域 で 果 た す 役 割 な ど 、 そ れ ぞ れ が 異 な る 特 性 を 持 っ て お り 、 各 指 定 都 市 に お い て

も 、そ の 地 域 に ふ さ わ し い 多 様 な 大 都 市 制 度 の 実 現 を 目 指 し た 取 組 を 行 っ て い る 。 

平 成 24年 に は 、「 大 都 市 地 域 に お け る 特 別 区 の 設 置 に 関 す る 法 律 」が 施 行 さ れ 、

二 度 の 住 民 投 票 が 実 施 さ れ た 一 方 で 、 従 来 か ら 横 浜 市 が 提 案 し て い る 「 特 別 自 治

市 」 制 度 に つ い て は 、 法 制 度 化 が な さ れ て お ら ず 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 大 都 市 制

度 と は な っ て い な い 。  

大 都 市 制 度 に つ い て の 検 討 が な さ れ た 第 30次 地 方 制 度 調 査 会 に お い て は 、「 特

別 市（ 仮 称 ）」の 検 討 に は 意 義 が あ る と さ れ た 一 方 で 、さ ら に 検 討 す べ き 課 題 が 存

在 す る と し 、 引 き 続 き 検 討 を 進 め て い く 必 要 が あ る と さ れ た 。  

こ の よ う な 中 で 、 横 浜 市 は 、 令 和 ３ 年 ３ 月 に 「 横 浜 特 別 自 治 市 大 綱 」（ 平 成 25

年 ３ 月 策 定 ） を 改 訂 し 、 第 30次 地 方 制 度 調 査 会 答 申 で 示 さ れ た 「 さ ら に 検 討 す べ

き 課 題 」 に 対 す る 考 え 方 を 示 し た と こ ろ で あ る 。  

特 別 自 治 市 は 、 市 民 サ ー ビ ス の 向 上 は も と よ り 、 圏 域 の 発 展 や 日 本 の 国 際 競 争

力 を 強 化 す る と と も に 、 そ の 効 果 を 国 内 に 広 げ 持 続 可 能 な 地 域 社 会 の 実 現 を 図 る

も の で あ る 。  

大 都 市 を 取 り 巻 く 様 々 な 課 題 解 決 を 新 た な 飛 躍 の チ ャ ン ス と 捉 え 、 将 来 を 見 据

え 、 日 本 全 体 の 成 長 力 を 高 め 、 経 済 を 活 性 化 し て い く た め に 、 大 都 市 が 持 つ 力 を

最 大 限 発 揮 で き る 特 別 自 治 市 制 度 の 早 期 実 現 に 取 り 組 む べ き で あ る 。  

よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 第 30次 地 方 制 度 調 査 会 か ら 示 さ れ た 課 題 に 対 す る 横

浜 市 の 考 え も 踏 ま え 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 多 様 な 大 都 市 制 度 を 選 択 で き る よ う 、

速 や か に 特 別 自 治 市 の 制 度 化 に 向 け た 議 論 を 加 速 さ せ る こ と を 強 く 要 望 す る 。  

こ こ に 横 浜 市 会 は 、 地 方 自 治 法 第 99条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。  
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